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AJインターナショナルアカデミー
入会約款
特定商取引法に基づく概要書面
（契約の成立）
第１条　AJインターナショナルアカデミー入会申込者 (以下甲という)は、当約款の内容及び以下の条項を承諾のうえ､本日､標記アカデミー（以下乙という）に対して入会の申込を行い、乙がこれを承諾した場合において、特定商取引に関する法律（以下「法」と記す。）に基づく契約が成立します。
（役務の提供及び対価の支払）
第２条　乙は、甲に対し、乙の定める学習指導講義を受講します。
甲は、入会金、授業料を、登録申し込みホームページに記載された金額、方法により納入期限までに支払うこととします。
（学習指導の形態）
第３条　指導形態については、以下の通りとします。
講義動画による視聴学習

遠隔地におけるライブ授業の受講

登校によるオンサイト授業
（学習指導の開始日）
第４条　本契約において、学習指導の開始日とは申込日と同日であり、所定の教室において学習指導がなされている限り、現実の受講（出席）の有無を問わないものとします。
（学習指導の実施場所）
第５条　乙による登校によるオンサイト授業は、下記の場所において学習指導を行います。
但し、やむをえない事情がある場合には、両者合意の上、他の場所に移動することがあります。

AJインターナショナルアカデミー
神奈川県横浜市中区太田町6-82　4F
（学習指導期間と契約期間）
第６条　学習指導の期間は、別紙契約書に記載された契約期間内とします。
最大契約期間は４年（４８ヶ月）とします。
なお、更新時には、更新料等は請求しないものとします。
また、契約内容・期間に変更が生じた場合には、両者合意の確認のため、新たな契約書を作成し、本契約はその時点で、破棄されるものとします。　           
（関連商品）
第７条　学習指導に付随して必要となる関連商品（教材等書籍、カセット・テープ・ＣＤ等、ファクシミリ機器、テレビ電話）の販売を行う場合は、その関連商品ごとの価格・数量を明らかにするものとします。

（個人情報保護）
第8条　本契約に際し乙が収集した個人情報に関しては、原則として以下の目的のみに利用します。

(1) 甲に対するサービスの案内、情報提供を行うため

(2) 甲より照会を受けた内容に回答するため

本契約に際し乙が収集した個人情報に関しては、第三者への提供は行いません。
（紛争の解決）
第9条　本約款に定める事項及び契約内容について疑義が生じた場合、その他本約款に関して争いが生じた場合は、両者協議の上、解決するものとします。
２　本契約及び約款に定めのない事項については、民法及び特定商取引に関する法律その他の関連諸法によるものとします。

以上
この書面をよくお読みください。
特定商取引法に基づく概要書面
令和4年9月1日更新
１．事業者の住所、電話番号
　　AJインターナショナルアカデミー
　　（株式会社AJ）　
〒231-0011

 
神奈川県横浜市中区太田町6-82　4F

 
TEL：045-228-7032　　FAX：045-228-7466
２．役務の内容
　　中学生・高校生・大学生・社会人を対象とした学習指導

　　　海外留学中の学習指導・一時帰国中の学習指導

３．役務の提供方法及び形態
講義動画による視聴学習
遠隔地におけるライブ授業の受講

　登校によるオンサイト授業

４．役務提供の形態
　　　講義動画による視聴学習

· ID・パスワード管理による「マイページ」より、ストリーミング視聴

遠隔地におけるライブ授業の受講

· ZOOM機能を利用

登校によるオンサイト授業

・ライブ授業をAJ横浜教室にて受講（要予約）

５. 使用教材
　　ウイニングフィニッシュ・英語

　　高校　ハイスコア　英文法

　　ウイニングフィニッシュ・数学

　　Essential Grammar In USE
Grammar In USE Intermediate

Preparation Course for the TOEFL Test Paper Test Pearson Japan
　　その他、世界史資料集（タペストリー）など

６．役務の対価（権利の販売価格）そのほか支払わなければならない金銭の概算額
　　会員マイページにて受講する授業コンテンツの提供

・留学準備講座　月額12,800円　最大12ヶ月　（一括払い153,600円）・教材費別途（一括払いは特典あり）

・米国通信制高校準備講座　一律153,600円


・米国通信制高校卒業講座　一律448,000円　教材費別途
2023年4月17日までのお申込みは旧料金（38万2千円）を適用
・入会金　15,000円　教材費別途

　　個人指導　90分12,000円
７．［４］の金銭の支払時期、方法
　　受講開始月の月末まで、翌月分を納める

８．役務の提供期間 
· 留学準備講座は、月会費を納めた月の末日まで。または、12ヶ月継続した会員は、13ヶ月目から3年間会員資格を有する
· 留学準備講座は、最低受講期間を一ヶ月と定め、最低納入会費を一ヶ月分とする
· 留学準備講座は、翌月の受講意思がなく、退会を希望する場合は、当月15日までに申し出ること（例：8月末退会の場合は、8月15日までに申し出る）
· 米国通信制高校準備講座は、入学から4年間、会員資格を有する

· 米国通信制高校卒業講座は、入学から4年間、会員資格を有する
· 米国通信制高校準備講座を経て米国通信制高校卒業講座へ移行する場合は、移行する時点の米国通信制高校卒業講座の費用と、納入した米国通信制高校準備講座費用との差額を支払うことで移行でき、会員資格は移行した日から4年間と定める。
９．クーリング・オフに関する事項
①．契約書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、書面により契約の解除（クーリング・オフ）をすることができる。米国通信制高校卒業講座は、高校へ支払った入学金の返金は不可とする（約15万円）。

②．入会申込・契約者は、当アカデミーが特定商取引法(以下「法」という。)第44条第１項の規定に違反して法第48条第１項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は当アカデミーが法第44条第３項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって法第48条第１項の規定による特定継続的役務提供契約の解除を行わなかった場合には、当アカデミーが交付した法第48条第１項の書面を入会申込・契約者が受領した日から起算して８日を経過するまでは、入会申込・契約者は書面によって契約を解除することができる。

③．①に記す契約の解除は、入会申込・契約者が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立する。

④．①及び②に記す契約の解除があった場合、当アカデミーが関連商品の販売又はその代理もしくは媒介を行っているときは、入会申込・契約者はその関連商品販売契約についても解除することができる。

⑤．④に記す契約の解除は、入会申込・契約者が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立する。

⑥．①に記す契約の解除については、手数料は不要とし、入会申込・契約者は損害賠償又は違約金の支払いを請求されることはない。既に引き渡された関連商品の引取りに要する費用、提供を受けた役務の対価その他の金銭の支払義務はない。既に代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受ける。ただし、米国通信制高校卒業講座は、高校へ支払った入学金の返金は不可とする（約15万円）。
１０．割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
　　割賦販売の取り扱いはない
１１．特約があるときは、その内容

　　特約はない

以上

